
 

 
 

入札説明書 

【一般競争入札（総合評価落札方式）】 
 
 

業務名称：トーゴ国ロメ漁港の安全対策に係る 

波浪観測調査 
 

 

調達管理番号：20a01034 
 
 
 

第１章 入札の手続き 
第２章 特記仕様書 
第３章 技術提案書作成要領 
第４章 経費積算に係る留意事項 
第５章 契約管理及び契約金額の確定（精算）に係る留意事項 
第６章 契約書（案） 
別添様式集 
 

注） 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。 
技術提案書の提出方法は従来通り「電子データ（PDF）」にて提出

期限までに提出してください。 
入札価格については、技術提案書等提出期限までに、電子入札シ 

ステムにより送信してください。なお、入札価格は別見積指示の

経費を除く消費税抜きの金額となります。 
詳細については「第１ ７．入札書・技術提案書の提出」をご確

認ください。 

 
 

２０２１年１月２７日 
独立行政法人国際協力機構 

調達・派遣業務部 
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本説明書は、独立行政法人国際協力機構（JICA）が、民間コンサルタント等に実施

を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法につい

て説明したものです。 

本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書に基づき、その企画、

技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加

者が提出する入札書に記載された入札金額に基づいた価格評価点との総合点により

落札者を決定することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する入札

方式を採用します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件

業務に係る技術提案書及び入札書の提出を求めます。 

 

 

 

 

 

第１章 入札の手続き 
 
 
１．公示 

公示日 ２０２０年１月２７日  
 
 
２．契約担当役 

理事 植嶋 卓巳 
 
 
３．競争に付する事項  

（１）業務名称：トーゴ国ロメ漁港の安全対策に係る波浪観測調査（一般競争入札

（総合評価落札方式）） 

（２）業務内容：「第２章 特記仕様書案」のとおり 

（３）適用される契約約款： 

「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しま

すので、入札書において、消費税を加算して応札金額を提示してください。 

（４）契約期間（予定）：２０２１年６月から２０２１年１０月 

上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、

業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案す

ることを認めます。 
契約履行期間の分割の結果、契約履行期間が１２ヵ月を超える場合

は、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分

割して請求を認めることとし、それぞれの上限を設定する予定です。 
なお、新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本入札説

明書に記載の業務スケジュール等を変更する必要が生じる場合には、

必要な調整を行います。 
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４．窓口 
【選定手続き窓口】 

〒 102-8012 

東京都千代田区二番町５－２５ 二番町センタービル 

独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部 

電子メール宛先：outm1@jica.go.jp 

担当者：【契約第一課 佐藤 Sato.Kazuaki@jica.go.jp】 

注）持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。 
 

【事業実施担当部】 

経済開発部 農業農村開発第一グループ第二チーム 
 
 
５．競争参加資格 

（１）消極的資格制限 
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則（平成 15 年細則

(調)第 8 号）第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の

構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人（業務従事者を提供すること

を含む。以下同じ。）となることも認めません。 

１）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

具体的には、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行して

いない法人をいいます。 

２）独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24 年

規程(総)第 25 号）第 2条第 1項の各号に掲げる者 

具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団

等を指します。 

３）独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程

（平成 20 年規程(調)第 42 号）に基づく契約競争参加資格停止措置を受けて

いる者 

具体的には、以下のとおり取扱います。 

ａ）競争開始日（入札書の提出期限日）に措置期間中である場合、競争への参

加を認めない。 

ｂ）競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日（入札会での落札宣言日）ま

でに措置が開始される場合、競争から排除する。 

ｃ）契約相手確定日（入札会での落札宣言日）の翌日以降に措置が開始される

場合、競争から排除しない。 

ｄ）競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。 

（２）積極的資格制限 
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めま

す。 

１）全省庁統一資格 
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令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 

２）日本登記法人 

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 

（３）利益相反の排除 
利益相反を排除するため、本件業務の TOR（Terms of Reference）を実質的に

作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務

の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相

反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同

企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人となることも認めま

せん。 

（４）共同企業体の結成の可否 

共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者

とします。なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記

（２）に規定する競争参加資格要件を求めません（契約締結までに、法人登記等

を確認することがあります）。 

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作成

し、技術提案書に添付してください。結成届について、構成員の代表者印又は社

印の押印が困難な場合、押印の省略を認めますので、押印省略の理由及び共同企

業体結成の合意状況について、記載してください。  

（５）競争参加資格要件の確認 

競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いた

だく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格

要件については、必要に応じ、契約締結までに確認します。 
 
６．入札説明書に対する質問 

（１）質問提出期限 

ア. 提出期限：２０２１年２月５日（金）正午まで 

イ. 提出先 ：上記４．選定手続き窓口 

ウ. 提出方法：電子メール 

注１）原則、電子メールによる送付としてください。 
注２）電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。 
注３）公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則とし
てお断りしています。 

（２）質問への回答 

上記（１）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 
１）２０２１年２月１２日（金）までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 
２） 回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争

参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額

は回答による変更を反映したものとして取り扱います。 

（３）説明書の変更 
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競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、入札説明書の

内容を変更する場合があります。変更は、遅くとも入札書提出期限の２営業日前

までに当機構ウェブサイト上に行います。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 
変更の内容によっては、当該変更内容を提出される入札書に反映するための期

間を確保するため、入札書提出期限を延期する場合があります。 
 
 
７．入札書・技術提案書の提出 

（１）提出期限：２０２１年 ２月１９日 １２時 

（２）提出方法： 

本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件（以下「電子入札シス

テム案件」という。）ですので、以下のとおりの対応とします。 

① 技術提案書（従来と変更無） 

技術提案書の提出方法は、従来と同じ方法による電子データ（ＰＤＦ）での

提出とします。 

上記（１）の提出期限日の４営業日前から１営業日前の正午までに、プロポ

ーザル提出用フォルダ作成依頼メールを e-koji@jica.go.jp へ送付願います。 
 （件名：「提出用フォルダ作成依頼_（調達管理番号）_（法人名）」） 
なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説

明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書等の電子提出方法（2021 年 1 月

25 日版）」をご参照ください。 
（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1 ） 

※依頼が１営業日前の正午までにされない場合はプロポーザルの提出ができな 
くなりますので、ご注意ください。 

② 入札書 

ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額（千円 

未満切り捨て。消費税は除きます。）を、上記（１）の提出期限日までに電

子入札システムにより送信してください。 

イ 別見積もりのある場合、別見積もり書（PDF）（パスワード付）は上記（２）

①と同様に所定の方法でご提出ください。 

ウ 上記アによる競争参加者の入札価格により価格点を算出し、総合点を算出

して得られた入札会の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この

通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールに

より行います。 

 

（３）電子入札システム導入にかかる留意事項： 

・ 作 業 の 詳 細 に つ い て は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム ポ ー タ ル サ イ ト

（https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）をご確認ください。 

・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に 

よる入札価格の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による入
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札価格の提供ができない場合には、その詳細の理由とともに技術提案書提出

期限までに、JICA-Ebid@jica.go.jp まで連絡をお願いします。理由を確認の

上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札シス

テムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります（移行期

の暫定的な対応）。従来の方法等による提出の場合に限り、別途ご案内する

入札書様式にて提出ください。なお、本運用は２０２１年６月末日をもって

終了します。 
 

（４）技術提案書の無効 

次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。 

１）提出期限後に技術提案書が提出されたとき 

２）提出された技術提案書に記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス感

染拡大の影響により、在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合

には、記名、押印の省略を認めます。この場合、電子データでの送付時に責任

者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に

責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。 

３）同一者から２通以上の技術提案書が提出されたとき 

４）虚偽の内容が記載されているとき 

５）前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したと

き 
 
８．技術提案書の審査結果の通知 

技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、

２０２１年３月１５日（月）までに、電子メールに添付した文書をもってその結果

を通知します。２０２１年３月１７日（水）までに結果が通知されない場合は、上

記４．窓口にお問い合わせ下さい。 

入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。また、技術提

案書が不合格であった競争参加者の入札書（電子データ）は、当機構にて責任をも

って削除します。 

 

９．入札執行の日時及び場所等 

（１）日時：２０２１年４月１日（木）１４時～ 

（２）場所：東京都千代田区二番町５番地２５ 二番町センタービル 

独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用 PC 

※機構からの承認を受けて電子入札システムによらず電子データ（ＰＤＦ）で入

札書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札シス

テムへ入札価格を代理入力します。 

この方法で入札書（電子データ（PDF））を提出した場合、上記（１）時間の１５

分前～開始時間までに、電子メールにより JICA-Ebid@jica.go.jp 宛にパスワー

ドの送付をお願いします。パスワードが時間内に届かない場合は、入札辞退とみ

なします。また、この場合、本案件の入札会の執行に係る応募者との連絡（再入

札時の連絡など）は、このパスワードの連絡を受けたメールアドレスに対して行
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いますので、機構からの連絡を遺漏することの無いようお願いします。 

 

（３）再入札の実施 
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合（不落）は、

再入札を実施します。落札者が決定するまで、再入札は２回まで実施します。 

① 電子入札システムへ入札価格を送信していた場合： 

機構にて再入札の日時を決定したうえで、電子入札システムから「再入札実

施通知書」が発行されます。本通知書に記載の入札期限までに、所定の方法

により電子入札システムへ再入札価格を送信してください。 

② 電子入札システムを利用せず PDF にて入札書を提出していた場合： 

1 回目の入札価格（PDF）に対するパスワードを送付したメールへの返信で、

再入札の日時を含む①の再入札実施通知書に準じた内容を連絡します。 

  

（４）その他 

入札会後、落札した社からは技術提案書と入札書の原本を提出いただきます。 
 
１０．入札書 

（１）入札価格の評価は、「第２章 特記仕様書」に規定する業務実施に対する総価

（円）（消費税込）をもって行います。（ただし、電子入札システムへの送信額は

消費税抜き価格としてください。システムにて自動的に消費税１０％が加算され

ます。） 

（２）入札価格（消費税を除く。）は、千円単位とします。千円未満の端数がある入札

価格（消費税を除く。）が提示された場合は、千円未満の端数を切り捨てた金額を

入札価格とみなします。 

（３）競争参加者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。 

（４）競争参加者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を

提出したものとみなします。 

（５）入札保証金は免除します。 

（６）入札（書）の無効 

次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。 

１）競争に参加する資格を有しない者のした入札 

２）入札書の提出期限後に到着した入札 

３）（PDF にて提出の場合）記名押印を欠く入札 

ただし、コロナウイルス拡大の影響により、在宅勤務等で社印又は代表者印の
押印が困難な場合には、記名、押印の省略を認めます。この場合、電子データ
での送付時に代表者から送付いただくか、代表者をCCに入れて送付いただき、
メール本文内に代表者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。 

４）（PDF にて提出の場合）金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない

入札 

５）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

６）明らかに連合によると認められる入札 

７）同一競争参加者による複数の入札 

８）条件が付されている入札 
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９）その他入札に関する条件に違反した入札 

 
１１．落札者の決定方法 

（１）評価方式と配点 

技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。技術評価点と価格

評価点を合算した総合評価点を１００点満点とし、配点を技術評価点７０点、価

格評価点３０点とします。 

（２）技術評価の方法 

「第３章 技術提案書作成要領」の別紙「評価表」の項目ごとに、各項目に記

載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点（小

数点第１位まで計算）とします。 

この技術評価点が基準点（１００点満点中６０点）を下回る場合には不合格と

します。 

技術評価の基準 

当該項目の評価 評価点 

当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ

る業務の履行が期待できるレベルにある。 
９０％以上 

当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分

期待できるレベルにある。 
８０～９０％ 

当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履

行が十分できるレベルにある。 
７０～８０％ 

当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい

ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 
６０～７０％ 

当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で

あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、

全体業務は可能と判断されるレベルにある。 

４０～６０％ 

当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内

容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ

をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 

４０％以下 

（３）価格評価の方法 

価格評価点は、入札金額（応札額）が安価となるほど点が高くなります。ただ

し、ダンピング防止対策として、予定価格の８０％を下回る入札金額については、

逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算し

ます。 

【入札金額が予定価格の８０％を上回る場合】 

（価格評価点）＝［（予定価格－見積価格）／予定価格］×１００＋８０ 

【入札金額が予定価格の８０％を下回る場合】 

（価格評価点）＝１２０－［（予定価格－見積価格）／予定価格］×１００ 

なお、予定価格を上回る入札金額（応札額）については、失格とします。 

（４）総合評価の方法 
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技術評価点と価格評価点７０：３０の割合で合算し、総合評価点とします。総

合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、

合算します。 

（総合評価点）＝（技術評価点）×０．７＋（価格評価点）×０．３ 

（５）落札者の決定方法 

以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき

総合評価点の者が２者以上あるときは、技術評価点が最も高いものを落札者とし

ます。さらにこの場合、技術評価点が最も高いものが２者以上あるときは、くじ

引きにより落札者を決定します。 

１）技術評価点が入札説明書において明示する基準点を下回らないこと 
２）入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること 
３）当該競争参加者の総合評価点が最も高いこと 

 
１２．入札会手順等 

（１）入札会の手順 
１） 開札方法 

本案件では電子入札システムにて開札を行います。PDF で提出の場合は、既

に提出されている入札書電子データのパスワードを JICA-Ebid@jica.go.jpへ送付

していただき、入札書を開封し、記載内容を確認します。 
２）再入札 

全ての入札価格が予定価格を超えた場合（以下「不落」という。）には、再入

札を実施します。詳細は９．（３）のとおりです。 

 

３） 入札途中での辞退 

「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、以下の通りと

します。 
(ア) 電子入札システムへ入札価格を送信していた場合： 

再入札の日時までに電子入札システムから辞退届を必ず提出（送信）してく

ださい。1 
(イ) 電子入札システムを利用せず PDF にて入札書を提出していた場合： 

次のように入札書金額欄に「入札金額」の代わりに「辞退」と記載し、再入

札の日時までに JICA-Ebid@jica.go.jp へ送付してください。 

金   辞    退   円 
 

（２）入札者の失格 
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行

者の指示に従わなかった者は失格とします。 

（３）入札会の終了 

                         
1 この辞退届を送信しないと、辞退扱いになりません。 
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３回の入札でも落札者が決まらない場合、入札会を終了します。落札者が決ま

らずに入札会が終了した場合、競争参加者を対象に、（不落）随意契約の交渉をお

願いする場合があります。 
 
１３．契約書作成及び締結 

（１）落札者から、入札金額内訳書（「別添様式集」参照）の提出をいただきます。 

（２）「第６ 契約書（案）」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものと

します。 

（３）契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」（「第６章 契約書（案）」参照）につい

ては、入札金額内訳書等に基づき、両者協議・確認して設定します。 
 
１４．競争・契約情報の公表 

本競争入札の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト

上に契約関連情報（契約の相手方、契約金額等）を公表しています。また、一定の関

係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表し

ます。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参

照願います。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html） 

技術提案書の提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせ

ていただきます。 

（１）一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 

１）公表の対象となる契約相手方取引先 

次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。 

ア．当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、

又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること 

イ．当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3分の 1以上を占めてい

ること 

２）公表する情報 

ア．対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 

イ．直近 3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 

ウ．総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 

エ．一者応札又は応募である場合はその旨 

３）情報の提供方法 

契約締結日から１ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 

（２）関連公益法人等にかかる情報の公表 

契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6節に規定する関連公益法

人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7節の規定される情報が、機構の財務

諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。 
 
１５．誓約事項 

技術提案書の提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきま

す。誓約は、技術提案書提出頭紙への記載により行っていただきます。 
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（１）反社会的勢力の排除 

以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。 
１）競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会

運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（各用語の意義は、独立行政法人国際協力

機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24 年規程(総)第 25 号）に規

定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反

社会的勢力」という。）である。 

２）役員等が暴力団員でなくなった日から 5年を経過しないものである。 

３）反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。 

４）競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用

するなどしている。 

５）競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供

給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、

運営に協力し、若しくは関与している。 

６）競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りなが

らこれを不当に利用するなどしている。 

７）競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難される

べき関係を有している。 

８）その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）

又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ってい

る。 

（２）個人情報及び特定個人情報等の保護 

法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）

（平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会）」に基づき、個人情報及び特定

個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。 

本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、

業務に関連して応札者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場

合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていた

だくことが趣旨です。 
 
 
１６．その他 

（１）配布・貸与資料 

当機構が配布・貸与した資料は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成する

ためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでく

ださい。 

（２）技術提案書の報酬 

技術提案書及び入札書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 

（３）技術提案書の目的外不使用 

技術提案書は、本件競争の落札者を決定し、また、契約管理を行う目的以外に
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使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている

範囲内において、技術提案書に記載された情報を提供することがあります。 

（４）不採用の技術提案書の扱い 

落札者以外の技術提案書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。

また、不採用となった技術提案書で提案された計画、手法は無断で使用しません。 

（５）虚偽の技術提案書 

技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、

虚偽の記載をした競争参加者に対して資格停止措置を行うことがあります。 

（６）技術評価にかかる説明 

技術提案書の評価内容については、失注者については、入札会の日の翌日から

起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部（e-propo@jica.go.jp）宛に申込み頂け

れば、日程を調整の上、プロポーザル評価内容について説明します。7 営業日を

過ぎての申込みはお受けしていません。説明は最大で 30 分程度を予定していま

す。 

注）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性が
あります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。 

 
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポー

ザルの評価内容についてもご確認ください。 
 

 

以 上 
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第２章 特記仕様書 

本特記仕様書に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際

の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付され

る特記仕様書からは削除されます。 

また、本競争は一般競争入札ですので、原則として特記仕様書の内容は変更できませんが、

競争参加者の技術提案書等を踏まえ、誤記の修正や業務内容の具体化を目的とした追記等を行

う場合があります。 

 
１．業務の背景・目的 

トーゴ共和国（以下、「当国」という。）は、僅か 56km の短い海岸線ながら、内

水面漁業を含め年間約 20,000 トン（FAO 国別漁業養殖概要データベース、2014
年）の水産物生産量を有するが、国内の高い水産物需要に追付かず自給率は約 40％
に留まり、年間ほぼ同量（統計会計総局データベース、2013 年）の水産物を輸入

しており、貿易赤字の一因となっている。そこで当国政府は水産物の自給率向上を

政策の重要課題として掲げている。 
ロメ漁港は、漁業関係者や仲買人約 6,000 人が活動する国内唯一の漁港である

が、大統領主導による「港湾立国」政策の推進に向け 2011 年以降、隣接する商業

港の拡張が開始されたことから、それまでの漁港は 3 分の 1 程度の範囲に縮小さ

れ、機能縮小を強いられるとともに、漁船の密集による接触・破損事故が多く発生

し、狭い港内で大型船と接近する等、安全上の問題も生じていた。そこで、同漁港

は全面移転を求められることとなり、当国政府は日本政府に対し、ロメ漁港を近隣

地（6.35ha の国有地）に移設することにより、漁港機能を回復・拡充することを目

的とした「ロメ漁港整備計画」（以下、「本事業」という。）を要請した。同要請を

受けて日本政府は、2016 年 4 月に本事業を開始（同月 13 日 G/A 署名、27.94 億

円）し、2019 年 7 月に完工（引渡は同年 4 月）し、同年 11 月に漁民への供用が開

始された。同開始後、同漁港を利用する零細漁船（一日あたり）は 2011 年までの

約 300 隻から年々減少し、近隣国に水揚げされるケースが増加していた（2015 年

には 180 隻まで減少）が、現在は 191 隻と増加に転じている。 
しかし、同漁港では、2019 年 11 月の供用後に港口部に想定以上の高波が発生す

るなど漁船の安全航行を妨げる事象が発生している。同事象の発生を受けて当国政

府は、防波堤延長などのハード対策も含む事故防止対策の技術的な助言を求めてき

た。 
これを受け JICA は、波浪の分析など本事業の形成時の協力準備調査の結果をレ

ビューし、漁船の構造や操船なども含めて事故要因を解明した上で、技術協力や漁

港の改修を通じてロメ漁港の安全対策強化を支援することを検討している。本調査

は、同検討に必要な漁港周辺の最新の波浪データを収集・確認することを目的とす

る。 
 

２．業務実施上の留意事項 

（１）調査手法、調査項目 

本入札説明書は、これまでに判明した事実及び現地から入手した情報を基に作

成したものである。コンサルタントは、より効率的かつ効果的な調査手法等を検

討の上、プロポーザルに記載すること。一方で、本入札説明書に記載している事

項以外にコンサルタントが必要と判断する調査項目についても、プロポーザルに
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記載して提案すること。なお、調査の実施にあたっては、調査サイトの気象条件

に十分に配慮し、荒天期の高波による影響等にも十分留意すること。 

 

（２）現地調査の実施方法 

本調査は、当国の荒天期に合わせて、２０２１年６月～８月の期間中に１回の現

地調査を実施することを想定している。なお、JICA では、内部で事故原因の究明及

び安全対策案の検討のために内外の有識者による技術委員会を設置し、同委員会に

よる討議や現地調査を通じて人為的、自然条件、構造物などの要因を検討すること

としている。また、同委員会による検討を行うために必要となる会議の運営管理や

情報全般の収集・確認を行うことを目的として業務実施単独型のコンサルタントを

１名（自然条件調査／安全対策）(以下、「単独型コンサルタント」という。)、傭上

している。現地調査には、単独型コンサルタントが同行し、現地調査の実施計画や

方法について監理を行う。従って、出発前に単独型コンサルタントとの間で十分な

打合せを行うとともに、現地調査期間中も密接に協議を行うこと。また、同委員会

での議論の結果、又は同委員の現地調査の視察により具体的な調査方法について意

見が出されることもあるため、本特記仕様書の範囲内で可能な対応を行うこと。 
 
（３）無償資金協力事業の形成時の協力準備調査における調査方法及び結果 

本調査の対象サイトであるロメ漁港の建設に係る無償資金協力事業の形成のた

めに実施された協力準備調査においても波浪データの収集が行われているため、同

調査時の波浪観測の実施方法を確認し、波浪データについて比較検討できるように

配慮すること。 
 
（４）環境社会配慮 

本調査は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（以下「JICA環境ガイドライ

ン」）」（2010年4月公布）の適用対象外であるが、調査の実施にあたっては、トーゴ

政府の法令等で求められている事項を遵守し、環境に深刻な影響を及ぼさないよう

十分留意すること。 

 

３．業務の内容 

（１）業務計画書の作成 

無償資金協力事業の形成時の協力準備調査報告書、単独型コンサルタントが作

成した資料、これまでに開催された技術委員会等の議事録等を参照し、求められ

ている調査の内容や方法、精度及び現地の気象や海象、構造物の状況、その他現

地での傭船や傭人に係る事情などの調査環境等について把握する。 

その上で調査の方針・方法及び使用する観測機材を検討した上で、業務計画書を

作成する。なお、同計画書は和文とするが、現地調査に当たって現地側の関係者

に説明するために必要な英文資料も併せて作成すること。 

 

（２）現地踏査及び測定方法・地点の検討 

現地踏査を行い、汀線やロメ漁港の形状などを確認した上で、事前に作成した

業務計画に基づき、現場での具体的な測定方法及び測定地点について検討を行

い、最適な方法及び地点を決定する。 
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（３）波浪計測 

荒天期（6 月～9 月）の波浪特性を把握するため、ロメ漁港周辺において波浪計

測を行う。波浪計測の仕様は以下のとおり。 

①観測方法： 超音波式波浪計を使用するものとし、ロメ港の防波護岸前面及び沖

合の２箇所（図１参照）に設置して観測を行う。 

②観測機器： 超音波式および水圧式波浪計ｘ２台 

③設置場所及び設置方法： 図１のとおり。 

④観測期間： 荒天期うち最も海象が厳しい（８月中旬～９月中旬）の 1ヵ月間の

30 日間とし、観測期間中は連続観測を行う。なお、詳細な観測時期・

間隔等については、技術委員会の承諾を得るものとする。観測機器

の設置に係る関係者調整の結果により、観測期間は変更する場合が

ある。設置及び撤去に当たっては現地でダイバー及び調査船等を傭

上する。 

⑤観測完了後：波浪計及び付属物を全て撤去するものとする。撤去は上記ダイバー

に行わせ、回収した波浪計及び付属物は単独型コンサルタントが帰

国時に携行して持ち帰る。 

⑥そ の 他：観測機器が不慮の出来事により破壊、亡失、埋没、盗難等のリスク

に対して保険を付保することとする。 

 

（４）風況観測 

荒天期（6 月～9 月）の波浪と風況の関連性を把握するため、ロメ漁港において

風況観測を行う。風況観測の仕様は以下のとおり。 

①観測機器： 電磁式風向風速計ｘ１台、連続記録しデータはメモリに収録および

クラウドサーバ経由で遠隔で観測データが閲覧できるものとする。

使用する観測機器、設置場所及び設置方法は、関係機関と調整のう

え技術委員会の承諾を得る。 

②観測場所： 図１のとおり。 

③観測期間： 波浪観測期間と同じ 30 日間とし連続観測を行う。 

なお、詳細な観測時期・間隔等については、技術委員会の承諾を得

るものとする。観測機器の設置に係る関係者調整の結果により、観

測期間は変更する場合がある。 

④観測完了後：風向風速計及び付属物を全て撤去するものとする。撤去は単独型コ

ンサルタントが行い、回収した波浪計及び付属物は単独型コンサル

タントが帰国時に携行して持ち帰る。 

⑤そ の 他：観測機器が不慮の出来事により破壊、亡失、埋没、盗難等のリスク

に対して保険を付保する。 

 

（５）観測結果の解析 

波浪観測及び風況観測データを用いて、以下の項目について解析する。 

①ロメ港周辺に到達する波浪の特性 

  有義波高（H1/3）及び有義波の波向に加え、漁船の航行等に影響すると想定される

特異的な波浪の水位振動、H1/10、Hmax、長周期成分等の特性を把握する。 

②波浪状況と気象状況との関係性 

  風況の風配、日変動等とロメ漁港周辺の波浪との関係性を分析する。 
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③観測データを検証し波浪変形計算に用いるデータ 

  波浪及び風況データの解析結果に基づき、漁船の航行安全性を検討するための波

浪変形計算に設定する波浪条件を提案する。 

 

（６）調査結果報告書（案）の作成・協議 

調査の結果、収集したデータ及びその解析結果を調査報告書（案）として取

り纏め、内容について JICA 及び単独型コンサルタントと協議する。 

 

（７）準備調査報告書等の作成 

JICA 及び単独型コンサルタントとの協議を踏まえ、以下の成果品を作成す

る。 

１）調査結果報告書 

２）収集したデータ 
 
４．報告書等（成果品） 

調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、（３）

を成果品とし、２０２１年９月３０日を提出期限とする。なお、以下に示す部数

は、JICA へ提出する部数であり、相手国実施機関との協議、国内の会議等に必要な

部数は別途用意する。 

 

(１) 業務計画書 ：和文１部 
(２) 調査結果報告書（案） ：和文１部 
(３) 調査結果報告書 ：和文５部（製本版）及びＣＤ－Ｒ３枚 
 

注１）（１）業務計画書については、共通仕様書第６条に規定する計画書を意味し

ており、同条に規定する事項を記載するものとする。 

注２）報告書類の印刷、電子化（ＣＤ－Ｒ）については、「コンサルタント等契約

における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」（2014 年 11 月）を

参照する。 

注５）特に記載のないものはすべて簡易製本（ホッチキス止め可）とする。簡易製

本の様式については、上記ガイドラインを参照する。 

 

５．便宜供与等 

本調査は、JICA の責任において実施するものであることから、トーゴ国からの特

別な便宜供与は想定していない。本調査実施にあたり、受注者は独自で調査を遂行

することが求められているが、JICA は、現地調査時における当国政府関係機関への

調査内容や調査スケジュールの通知及び調査への協力依頼を行うとともに、主要な

訪問先とのアポイントの取付けを支援する。 

 

６．その他 
（１）JICA からの現地調査への同行の予定 

以下のとおり想定しているが、詳細の日程については、受注者と別途協議して

決定する。 
    団員構成：総括、計画管理、漁港運営、港湾計画、漁港計画、海上安全、 
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   漁船構造、自然条件調査/安全対策（単独型コンサルタント）、

本コンサルタント 

調査行程：約 30 日間 

目  的：事故原因究明のための情報収集及び安全対策機器の効果の確認

等  

 

（２）調査用機材の調達 

コンサルタントは、上記超音波式/水圧式波浪計２台、電磁式風向風速計１台、

及びその他業務遂行上必要な機材があれば、借損料で対応することとする。該当

する機材があれば、プロポーザルにて提案し、見積もりに含めること。本邦から

携行するコンサルタント所有機材のうち、コンサルタントが本邦に持ち帰らない

機材であって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、コンサルタントが

必要な手続きを行うものとする。 

 

（３）安全管理 

現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録す

る。現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、

JICAコートジボワール事務所、在コートジボワール日本大使館等において十分

な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する

協力依頼及び調整作業を十分に行う。同事務所と常時連絡が取れる体制とし、

（特に地方にて活動を行う場合は、複数の連絡手段の確保に留意し）現地の最

新の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとり、安全対策に

ついて了解を取るように留意する。また、現地作業中における安全管理体制を

プロポーザルに記載する。 

 

（４）不正腐敗の防止 

本調査の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス（2014年10月）」

の趣旨を念頭に準備調査を行うこと。なお、疑義が生じた場合は、不正腐敗情

報相談窓口またはJICA担当者に速やかに相談するものとする。 
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図１：調査サイト及び観測位置 

 

 

 
 

 

  

風況観測点
(案) 

波浪観測点 1 
(防波堤沖 80ｍ：水深約 4ｍ) 

  Lat. 6.152514°N 
  Long. 1.311413°E 

波浪観測点 2 
(漁港沖合 1600ｍ：水深約 12ｍ) 

Lat.  6.138625°N 
Long.  1.308611°E 
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第３章 技術提案書作成要領 
 

技術提案書を作成するにあたっては、「第２章 特記仕様書案」に記載されている

内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく

確認して下さい。 

 

 

１．技術提案書の構成 

技術提案書に記載すべき内容・構成と頁数目安は次表のとおりです。 

記載事項 
頁数目安 

１社 ＪＶ 

 表 紙   

１ コンサルタント等の法人としての経験、能力   

（１）類似業務の経験 

類似業務：海外での波浪観測業務の経験 
１ 注 

（２）当該業務実施上のバックアップ体制（本邦／現地） １ １ 

２ 業務の実施方針等  

（１）課題に関する現状認識 １頁以下 

（２）業務実施の基本方針 １頁以下 

（３）作業計画／要員計画 ２～３ 

（４）その他 １～２ 

３ 業務従事予定者の経験、能力等  

（１）評価対象業務従事者の経歴 １／人 

注) 共同企業体を結成する場合、「類似業務の経験」は、各社（共同企業体代表者及び構成

員）にてそれぞれ記載するため、「１枚×社数（共同企業体代表者及び構成員の社数）」

を頁数目安として下さい。 
注 2）ISO9001 等の品質保証システムや語学能力等の認定書は上記頁数の目安には含まれま

せん。 

 

 

２．技術提案書作成に係る要件・留意事項 
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項につ

いて、以下のとおり整理します。 

（１）業務の工程 

「第２章 特記仕様書案」を参照し、求められている業務の工程を確認してく

ださい。 

（２）業務量の目途 

機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定す
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る目途ですので、競争参加者は、「第２章 特記仕様書案」に示した業務に応じた

業務量を算定してください。 

１）作業人月（目途）： 

 （全体）約０．６５人月 
（内訳）現地作業：約 ０．４０人月（現地渡航回数：１回） 

国内作業：約 ０．２５人月 
※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、競争参
加者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価
格が予定価格を超える場合は落札者とならないので、ご留意ください。 

（３）業務従事者の構成 

業務従事者の構成は、以下の分野を担当する業務従事者を想定しています

が、これは発注者が業務量を想定する際に用いた仮定ですので、要員計画策定

に当たっては、業務内容及び業務工程を考慮の上、適切に業務従事者を構成願

います。 

① 業務主任者／波浪観測（３号） 

② データ解析（５号） 

 

（４）業務従事者の評価に際しての類似業務／対象国／語学力 

各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地

域、及び語学の種類は以下の）とおりです。 

【業務主任者：業務主任者／波浪観測】 

ａ）類似業務経験の分野：波浪観測に係る各種調査 

ｂ）対象国又は同類似地域：全世界 

ｃ）語学能力：英語 

※総合評価落札方式では業務管理グループ（副業務主任）は想定していません。 
 

（５）評価対象者の制限 
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称しま

す。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。 

補強については、全業務従事者の4分の3までを目途として、配置を認めます。

ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの

業務従事者数の 2 分の 1までを目途とします。 

なお、業務主任者については、自社（共同企業体の場合は代表者）の「専任の

技術者」を指名してください。 

評価対象業務従事予定者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の

所属する社又は団体から同意書（自営の場合は本人の同意書）（様式はありませ

ん）を取り付け、技術提案書に添付してください。 

 

（６）外国籍人材の活用 
外国籍人材の活用を認めます。 

途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。た

だし、委託される業務は我が国ＯＤＡの実施業務であることに鑑み、外国籍人材
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の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の２分の１及び業務従事者数の２分

の１を目途としてください。 
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、

当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション

能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写

しを添付してください。 
 

（７）配布資料／閲覧資料等 
 １）配布(貸与)資料 

①本業務に関する以下の資料をJICA経済開発部農業・農村開発第一グループ第二

チーム（TEL:03-5226-3156）にて配布します。 

・これまでの技術委員会で使用された資料 

②本契約に関する以下の資料を当機構調達部契約第一課にて配布します。配布を

希望される方は、代表アドレス（prtm1@jica.go.jp）宛に、以下のとおりメール

をお送りください。  
ア）提供資料：「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程」  

及び「情報セキュリティ管理細則」  
イ）提供依頼メール：  

・タイトル：「配布依頼：情報セキュリティ関連資料」  
・本文 ：以下の同意文を含めてください。  

「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての使用、

複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後

に速やかに廃棄することに同意します。」  
 
２）公開資料（JICA ホームページに掲載） 

以下の資料については、JICA ウェブサイトからダウンロード可能。 
①「トーゴ国ロメ漁港整備計画 準備調査報告書」（国際協力機構、2016
年 3 月） 

https://openjicareport.jica.go.jp/890/890/890_530_12262754.html 
 
 
３．技術提案書作成上の留意点 
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。 
 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力 
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各

団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人

としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項

目ではこれらを総合的に記述して下さい。 
記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドラ

イン（2019 年 4 月）」Ⅰ．の「１．プロポーザルに記載されるべき事項」の「（１）

コンサルタント等の法人としての経験・能力」を参照してください。 
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（２）業務の実施方針等 
「第２章 特記仕様書案」について競争参加者が理解した内容や課題認識、業務

の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、

その出典・引用元を必ず明らかにして下さい。 

１）課題に関する現状認識 
本業務にあたり、現時点で競争参加者が認識している以下の項目について整理の

上、記述して下さい。 

１）トーゴ国ロメ漁港における安全性の現状と課題 

２）業務実施の基本方針 
「第２章 特記仕様書案」で示した内容及び上記１）の課題に関する現状認識

の下、競争参加者がどのような方針で業務に臨むのか記述して下さい。 
運営面では当該業務実施のために特に配慮すべき実施体制等を、また、技術面

では当該業務の目的等を理解した上でどのような事柄に留意し業務を実施する

のかを検討した上で記述して下さい。なお、「第２章 特記仕様書案」に記載され

ている調査項目を基にしつつも、調査に期待される成果に鑑み、追加すべき調査

事項等あれば、提案して下さい。 

３）作業計画／要員計画 
上記「（２）業務実施の基本方針」での提案内容に基づき、作業計画と要員計画

を記述して下さい。記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポ

ーザル作成ガイドライン（2019 年 4 月）」Ⅰ．の「１．プロポーザルに記載され

るべき事項」の「（２）業務の実施方針等」を参照してください。また、様式につ

いても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。 

４）その他 
相手国政府又は機構（機構の現地事務所を含む。）からの便宜供与等に関し、業

務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。 
 
（３）評価対象者の経験・能力等 

本件業務に業務主任者として従事する評価対象者の経験・能力等について記述し

て下さい。 
記述に際しては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライ

ン（2019 年 4 月）」Ⅰ．の「１．プロポーザルに記載されるべき事項」の「（３）業

務従事予定者の経験・能力」を参照してください。また、様式についても、同ガイ

ドラインの当該様式集を使用してください。 
 

（４）技術提案書の形式等 
 形式 

技術提案書は、Ａ４版（縦）、原則として１行の文字数を４５字及び１ペー

ジの行数を３５行程度として下さい。関連する写真等を掲載する場合には、目

次の前として下さい。 
２）構成・分量 

「１．技術提案書の構成」に記載した頁数を目処として作成して下さい。 
別紙：評価表 
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別紙 

評価表 
 

評 価 項 目 評 価 基 準（視 点） 配点（例） 

１．コンサルタント等の法人としての経験、能力 １０ 

（１）類似業務の経験 

 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野（内容）と形態、発注業務との関連性並びに

実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 

 類似業務はＪＩＣＡ発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や

途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 

 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 

 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 

６ 

（２）当該業務実施上のバック

アップ体制（本邦／現

地） 

 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支

援内容が具体的か。 

 ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けているか。 

 安全管理、報告書作成体制（校正や翻訳の質を確保するための体制）が整備されているか。 

 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」、若者雇用促進法に

基づく「ユースエール認定」、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価

する。 

４ 

２．業務の実施方針等 ４０ 

（１）課題に対する現状認識 

 提示した課題について、広い視野から全体像が把握されているか。 

 課題について総花的な記述ではなく、課題の核心を捉えた記述となっているか。 

 抽象的な記述ではなく、具体的な事例や統計データ等に基づいた記述となっているか。 

 記述内容について、適切に出典を伴った根拠が示されているか。 

６ 

（２）業務実施基本方針の的確

性 

 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する

業務方針が示されているか。途上国での業務という制約条件を適切に認識した業務実施の実現可

能性や作業の具体性が確保されているか。 

１５ 

 遠隔での作業が必要となる業務について、具体的で、実現性が高く、効率・効果的な実施方針が

提案されているか。 
３ 

（３）作業計画・要員計画の妥

当性 

 提示された業務実施基本方針に見合った業務担当者の担当分野、格付の構成がなされているか、

業務実施上重要な専門性が確保されているか。 
１６ 
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 各業務従事者の配置期間が作業計画と整合したものであり、作業を適正に実施できる期間が確保

されているか。 

３．業務主任者の経験・能力： 業務主任者／波浪観測 ５０ 

イ 類似業務の経験 

 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 

 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途

上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 

 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 

 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 

２５ 

ロ 対象国又は同近隣地域

若しくは同類似地域での

業務経験 

 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 

 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 

 業務従事の長短を考慮する。 

６ 

ハ 語学力  指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 ６ 

ニ 業務主任者等としての

経験 

 最近10 年に実施した業務主任経験（副業務主任経験を含む。）にプライオリティをおき評価する。 

 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 
１０ 

ホ その他学位、資格等  過去に発注業務と関連性の強い学歴（専門性）、資格などがあるか。 ３ 
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第４章 経費積算に係る留意事項 
 

本業務に係る経費を積算するに際し、留意すべき点について記載します。競争参加

者は、以下に記載される留意点を十分理解した上で、積算を行って下さい。 
なお、当機構の「コンサルタント等契約」（本業務に係る契約も「コンサルタント等

契約」です。）に係る業務価格の積算の考え方については、「コンサルタント等契約に

おける経理処理ガイドライン（QCBS 方式対応版）」（2020 年 4 月）（下記 URL 参照）

にて、その基本的な考え方が理解いただけるものと考えます。ただし、本件は入札に

よる選定であり、同ガイドラインの適用対象外ですので、あくまで「考え方」の参考

としてご参照下さい。 
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html 

 
 
１．本案件に係る業務量の目途 

「第３章 技術提案書作成要領」の２．（２）に記載している機構が想定する業務

量の目途を参照して下さい。 

 

２．入札金額内訳 

落札者に対しては、当該落札金額の内訳を示す入札金額内訳書（「別添様式集」参

照）の提出を求めます。入札金額内訳書の作成については次の通りとします。 

（１）費目構成 

本業務で提出する入札金額内訳書においては、費目の構成を次の通りとします

（別添様式１－３、１－４参照）。 

 内   容 

Ⅰ．報酬 業務を実施・完成させることに対する報酬 

Ⅱ．直接経費 

（１）旅費（航空賃） 本邦又は第三国から対象国への航空賃 

（２）現地関連費 

 

① 旅費(日当・宿泊費) 

業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費 

② 一般業務費(現地支出分) 

現地通訳費、車両関連費等の現地で支出する

直接経費 

（３）国内関連費 一般業務費のうち、国内で支出する直接経費 

（４）機材費 機材損料・輸送費等 

（５）再委託費 
業務の一部を再委託（下請負）するための経費

（機構が認める場合に限る。） 

Ⅲ．消費税 消費税及び地方消費税 

 

（２）報酬額の積算 

報酬の額は、業務従事者ごとの報酬単価（月額）に業務量（業務人月）を乗じ

て積算して下さ。 
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業務人月は、現地業務は拘束日 30 日、国内業務は実働日 20 日で１人月として

積算して下さい。 
 

（３）直接経費の積算 

直接経費は、報酬以外に実支出に基づいた支払いとすべき費用を計上して下さ

い。ただし、実支出の確認は、定額で計上を求める経費を除き、合意された単価

に実績（例：渡航回数、現地での業務従事人月等）を乗じて、支払額を確定する

ことを原則とします。 

 

３．定額で計上する経費 

以下の直接経費については、以下に示す定額を入札金額に含めて計上することと

し、契約金額に含めて契約することとします。契約業務完了に際しては、本定額経

費について、証拠書類に基づいて実費精算させて頂きます。 

  

 

 

 

 

 

航空賃 1,005,000 円 

合計 1,005,000 円 
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第５章 契約管理及び契約金額の確定（精算）に係る留意事項 
 

経費確定（精算）報告書の作成にあたっては、以下を参照して下さい。 
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/20151013_02.html 

 

 

１．数量等の確認を必要とする費用 

入札内訳書に記載される内訳別に、数量確認を必要とする費用を以下に示しま

す。数量等確認の有無については、「有」又は「無」の記載のとおりです。 

費用項目 数量等実績確認の有無 

Ⅰ．報酬 無： 

Ⅱ．直接経費 

（１）旅費（航空賃） 定額計上（証憑書類に基づく精算） 

（２）現地関連費 

有：現地業務人月（人日）を確認 

注）ただし、現地業務人月に関係しな
い経費については、数量等の
実績確認は行わない。 

（３）国内関連費 無 

（４）機材費 有：携行する機材の内容を確認 

（５）再委託費 無： 

 

２．請求金額確定の方法 

（１）精算を要しない金額の確定 

受注者は業務完了時に、経費確定（精算）報告書を機構に提出し、併せてそ

の数量を確認できる資料を提出して下さい。 

１）数量の確認が必要な金額の確定 

経費確定（精算）報告書に監督職員の確認を受けた「業務従事者の従事計

画・実績表」を添付して下さい。同表に基づき、業務人月（現地／国内）及

び渡航回数を確認します。確認を経た金額が請求金額となります。 

具体的な数量の確認方法は以下のとおり。 

旅費（航空

賃） 

個別の渡航に係る航空賃の実費を確認します。  

現地関連費 業務従事者の従事計画・実績表」にて、現地業務人月を

確認します。現地の業務人月（人日）を確認し、契約書に

記載された現地関連費の１人月（人日）あたりの単価を乗

じた金額を確定金額とします。ただし、人月（人日）数量

については、契約書に記載された現地業務人月（人日）を

上限とします。 

機材費 「携行機材リスト」にて携行した機材の種類・数量を確

認します。 
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契約書に記載された「携行すべき機材のリスト」のとお

りの種類・数量の機材が携行されたか確認します。 

適切に機材が携行されたことが確認できれば、契約金額

の内訳金額を確定金額とします。 

２）数量の確認が不要な金額の確定 

契約金額の内訳金額がそのまま請求金額となります。 

（２）精算を要する金額の確定 

定額計上するよう指示されている直接経費については、証憑書類（領収書等）

に基づき実費精算することとなります。 

なお、特記仕様書において、定額計上した直接経費の支出対象項目が十分明確

になっていない場合は、精算対象支出が監督職員の確認を経たものであること

（定額計上金額の支出対象としてよいこと）を確認するため、支出対象項目の内

容について打合簿を作成し、証憑書類に添付して下さい。 

 

３．留意事項 

受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加させる場合には、機構

と協議の上、両者が妥当と判断する場合には、契約変更を行うことができます。受

注者は、かかる事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。 

 

【契約管理について】 
本契約についても「業務実施契約における契約管理ガイドライン（2018 年 5 月）」

が適用されます。 

しかしながら、上述のとおり、契約金額に「精算を要しない金額」が含まれ、これ

ら金額については、同ガイドラインの適用が限定されることとなります。 

適用の限定について、同ガイドライン「４．契約履行プロセスにおける具体的な契

約管理」にそって、具体的に記載すると以下のとおりです。 

（１）契約締結時における確認事項 

適用されます。ただし、「４）要員に係る合意事項」については、入札によって

既に契約金額に含まれるべき「報酬」が確定しているため、不要です。 

（２）業務計画書等の提出 

適用されます。 

（３）費目間流用 

定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。 

（４）その他契約金額内訳に係る事項 

定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。ただし、「５）旅費の分

担について」は、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。 

（５）業務従事者の確定・交代 

業務従事者の確定・交代については、「業務従事者の専門性の確認」の視点から

確認させて頂きます。 

（６）現地再委託契約 

「再委託費」が定額計上した「直接経費」である場合に限り、適用されます。 

（７）機材調達・管理 

「機材費」が定額計上した「直接経費」である場合、適用されます。ただし、
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「４）調達した機材の確認」については、定額計上か否かにかかわらず、適用さ

れます。 

（８）契約の変更 

適用されます。 

（９）不可抗力 

適用されます。 

（10）業務の完了 

適用されます。ただし、「２）継続契約がある場合の一般業務費の支出」につい

ては、当該一般業務費が定額計上した「直接経費」である場合に限ります。 

以 上 



第６章 契約書（案） 

30 

第６章 契約書（案） 
 

業務実施契約書（案） 
 

１ 業務名称： トーゴ国ロメ漁港の安全対策に係る波浪観測調査 

２ 業務地： トーゴ国 

３ 履行期間： ２０２１年   月   日から 

 ２０２１年   月   日まで 

４ 契約金額：         円 

（内 消費税及び地方消費税の合計額      円） 

 

頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）と

受注者名を記載（以下「受注者」という。）とは、おのおの対等な立場における合意に

基づいて、次の条項によって契約（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従って

誠実にこれを履行するものとする。 

 

（契約書の構成） 

第１条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる

各文書により構成される。 

（１）業務実施契約約款（以下「約款」という。） 

（２）附属書Ⅰ「共通仕様書」 

（３）附属書Ⅱ「特記仕様書」 

（４）附属書Ⅲ「契約金額内訳書」 

 

（監督職員等） 

第２条 約款第 6 条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものと

する。 

（１）監督職員  ： 経済開発部農業農村開発第一グループ（第二チーム）の課長 

（２）分任監督職員： なし 

 

（「契約金額の精算」条項の変更） 

第３条 本契約においては、約款第 15 条第 1 項に基づき受注者が請求できる金額は

次の各号のとおり確定する。 

（１）直接経費のうち、現地関連費 

現地関連費については、現地業務人月（人日）を確認し、月額（日額）単価

を乗じて、現地関連費内訳額の範囲内で金額を確定する。この場合において、

現地業務人月（人日）とは、現地業務に係る報酬の対象となる人月（人日）を

意味する。 

（２）直接経費のうち、国内関連費、機材費及び再委託費 

国内関連費、機材購入費及び再委託費については、契約金額内訳の額をもっ

て金額を確定する。 

（３）報酬 
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契約金額内訳の額をもって金額を確定する。 

（４）直接経費の例外 

第 1 号及び第 2 号の規定にかかわらず、直接経費のうち、定額計上する以下

の経費については、証拠書類に基づき精算を行い、金額を確定する。 

・航空賃 

２ 前項の趣旨を踏まえ、約款第 14 条（契約金額の精算）及び約款第 15 条（支払）

の規定を次の各号のとおり変更する。 

（１）約款第 14 条第 2項中「契約金額精算報告書（以下「精算報告書」という。）」

を「経費確定（精算）報告書（以下、「経費報告書」という。）」に変更する。 

（２）約款第 14 条第 3 項中「精算報告書」を「経費報告書」に変更し、「ただし、

証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出

を省略することができる。」を削除する。 

（３）約款第 14 条第 4 項から第 6項を削除し、第 4項として、「発注者は、第 1項

の経費報告書及び第 2項の必要な証拠書類一式を検査の上、発注者が支払うべ

き額（以下「確定金額」という。）を確定し、これを受注者に通知しなければな

らない。」を挿入する。 

（４）約款第 15 条第 1 項中「前条第 5 項の規定による確定金額」を「前条第 4 項

の規定による確定金額」に変更する。 

 

（共通仕様書の変更） 

第４条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項につい

ては、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。 

（１）第 9 条 業務関連ガイドライン 

「（７）コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン（2020 年 4 月）」

を削除する。 

（２）第 26 条 契約金額精算報告書 

本条を削除する。 

（３）第 27 条 航空賃の取扱い 

本条を削除する。 

 

本契約の証として、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自１通

を保持する。 

 

 

２０２１年○○月○○日 

 

発注者 

東京都千代田区二番町５番地２５ 

独立行政法人国際協力機構 

契約担当役 

 理 事  植嶋 卓巳 

受注者 
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業務実施契約約款 
 

※ 機構 Website「調達情報 」＞ 調達ガイドライン・様式 ＞ 様式 業務実施契約 

（http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html）
にある「契約約款」に示す通りとします。 
 
 
 

附属書Ⅰ「共通仕様書」 
 

※ 機構 Website「調達情報 」＞ 調達ガイドライン・様式 ＞ 様式 業務実施契約 

（http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html）
にある「附属書Ⅰ（共通仕様書）」に示す通りとします。 
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［附属書Ⅲ］ 

契約金額内訳書 

 

Ⅰ．報酬 ●●，●●●，０００円 (内訳別表) 

Ⅱ．直接経費 ●，●●●，０００円 

（１）旅費（航空賃） １１,８２２，０００円 

（２）現地関連費 ●●●，０００円 

内訳：     ●●●，０００円×〇．〇人月 

（３）国内関連費 ●●●，０００円 （一式） 

（４）機材費 ●●●，０００円 （例：定額計上）2 

Ⅲ．小計 ●●，●●●，０００円 

Ⅳ．消費税等 ●，●●●，●００円 （10％） 

Ⅴ．合計 ●●，●●●，●００円 

 
 旅費（航空賃）及び現地関連費は、「業務従事者の従事計画・実績表」をもとに数量を確認

の上、精算金額を確定する。 
 定額計上した直接経費は、処々に基づき精算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
2 各費目内で定額計上分は分けて記載し、【定額計上】と追記してください。 
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別表：報酬内訳 

 

担当業務 
格付 

（号） 
月額（円） 業務人月 金額（円） 

     

     

     

     

合  計   

  



別添様式集 

 

 

 

 

別添様式集 
 

 

第１ 入札に関する様式 
別添様式１ 入札金額内訳書 

 

 

第２ 技術提案書作成要領に関する様式 
別添様式２－１ 技術提案書頭紙 

別添様式２－２ 技術提案書表紙 
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（別添様式１－２） 

入札金額内訳書 

２０○○年  月  日 

 

商号／名称 

 

件名：案件名 
（一般競争入札（総合評価落札方式）） 

 

標記一般競争入札において応札した入札金額の内訳を以下のとおり提示します。 

 

 

Ⅰ 報酬    円 

 

Ⅱ 直接経費   円 

（１）旅費（航空賃） 円 

（２）現地関連費／旅費（日当・宿泊費） 円 

（３）現地関連費／一般業務費（現地支出分） 円 

（４）国内関連費／一般業務費（国内支出分：報告書印刷費等） 円 

（５）機材購入費  円 

（６）再委託費 円 

 

合 計 円 

 

消費税及び地方消費税の合計金額 円 

 

 

総 計（入札金額） 円 

  

入札書への添付は不要です。落

札後、落札者のみから提出を求

めるものです。 

契約金額の内訳を協議するた

めの資料ですので、押印は不要

です。 
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（別添様式１－２） 

 

Ⅰ 報酬          円 
 

担当業務 
格付 

（号） 
月額（円） 作業人月 金額（円） 

     

     

     

     

     

小 計   

 

 

 

 

Ⅱ 直接経費         円 

（１）旅費（航空賃）        円 

担当業務 

航空券 

クラス 

（Ｃ／Ｙ） 

回数 
航空賃単価

（円） 
金額（円） 

     

     

     

     

     

小 計  
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（別添様式１－２） 

（２）旅費（日当・宿泊費）         円 

担当業務 
格付 

（号） 

滞在費 
金額（円） 

日当（円） 宿泊費（円） 

    ×    ＝    ×    ＝   

       

       

       

       

小 計  

 

（３）一般業務費（現地支出分）              円 

費 目 内 訳 単価（円） 数量 金額（円） 備 考 

      

      

      

      

      

合 計   
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（別添様式１－２） 

（４）一般業務費 (国内支出分：報告書印刷費等)              円 

費 目 内 訳 単価（円） 数量 金額（円） 備 考 

      

      

      

合 計   

（５）機材購入費         円 

費 目 内 訳 単価（円） 数量 金額（円） 備 考 

      

      

合 計   

（６）再委託費         円 

費 目 内 訳 単価（円） 数量 金額（円） 備 考 

      

      

      

合 計   
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（別添様式２－１） 

 

２０○○年  月  日 

 

独立行政法人国際協力機構 

契約担当役 理事 殿 

 

《全省庁統一資格業者コード》 

《コンサルタント等の名称》 

《代表者名》        印 

 

○○○国《案件名》（調達管理番号：XXX） 

に係る技術提案書及び入札書の提出について 
 

 

標記業務に係る技術提案書及び入札書を下記のとおり提出いたします。 

 提出にあたり、（共同企業体を代表して、）以下の項目について誓約いたします。 

（１）本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に

基づく措置の対象となり得る行為を行わない。 

（２）現在及び将来にわたって、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に

関する規程（平成 24 年規程(総)第 25 号）に規定する「反社会的勢力」に該当

せず、また関与・利用等を行わない。 

（３）「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えている。 

 

記 

 

技術提案書 正 １ 部 

     

 

入札書   １ 通 

 

以上 
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（別添様式２－２） 

 

独立行政法人国際協力機構 

◯◯◯国《案件名》 

（調達管理番号：XXX） 

技術提案書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    年  月 

 

＜全省庁統一資格業者コード＞ 

コンサルタント等の名称 
 

 

 

 

担当者名： 

電話番号： 

FAX 番号： 

e-mail アドレス： 

緊急連絡先： 

 

 


